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再
編
整
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は
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課
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①
京
浜
臨
海
部
の
再
編
整
備
と
工
業
制
限
諸
制
度
の
見
直
し

」
長
谷
川
政
男

１
一
は
じ
め
に

　
我
が
国
を
代
表
す
る
工
業
集
積
地
で
あ
る
京
浜
臨

海
部
は
、
産
業
構
造
の
転
換
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
か
進
展
す
る
中
で
、
「
工
業
等
制
限
法
」
や
「
工

場
立
地
法
」
等
の
工
業
制
限
諸
制
度
の
存
在
を
背
景

に
空
洞
化
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
本

市
は
地
元
経
済
界
や
他
の
自
治
体
等
と
連
携
し
、
長

年
に
わ
た
り
再
編
整
備
の
阻
害
要
因
で
あ
っ
た
工
業

等
制
限
法
、
工
場
立
地
法
の
見
直
し
な
ど
京
浜
臨
海

部
の
活
性
化
に
つ
い
て
要
望
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の

成
果
も
あ
り
、
京
浜
臨
海
部
の
活
性
化
は
国
家
的
な

課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成
九

年
に
は
「
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
」
が
制
定
さ
れ

様
々
な
支
援
策
が
用
意
さ
れ
る
と
と
も
に
工
場
立
地

法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
十
一
年
に
は
工
業
等
制
限
法

の
大
幅
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
今
回
の
工
場
立
地

法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
全
国
一
律
で
あ
っ
た
緑

地
面
積
率
、
環
境
施
設
面
積
率
に
つ
い
て
、
国
の
定

め
る
基
準
の
範
囲
内
で
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
都
道

府
県
、
政
令
市
が
条
例
で
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　
本
市
で
は
、
工
場
立
地
法
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

北
九
州
市
に
続
き
、
全
国
で
二
番
目
と
な
る
独
自
の

緑
地
面
積
率
、
環
境
施
設
面
積
率
を
定
め
た
地
域
準

則
条
例
（
「
横
浜
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
」
）

を
制
定
し
、
十
二
年
二
月
公
布
、
四
月
か
ら
施
行
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
工
業
等
制
限
法
の
見
直
し

及
び
工
場
立
地
法
改
正
に
基
づ
く
横
浜
市
工
場
立
地

法
地
域
準
則
条
例
制
定
の
背
景
と
、
京
浜
臨
海
部
の

再
編
整
備
に
お
け
る
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

特
集
・
2
1
世
紀
の
地
域
産
業
政
策
⑤
地
域
産
業
政
策
と
街
づ
く
り

２
一
京
浜
臨
海
部
の
い
ま

①
―
空
洞
化
が
懸
念
さ
れ
る
京
浜
臨
海
部

　
大
正
時
代
か
ら
本
格
的
な
工
業
集
積
が
進
ん
だ
京

浜
臨
海
部
は
、
我
が
国
を
代
表
す
る
工
業
集
積
地
で

あ
り
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
を
牽
引
し
て
き
た
。

し
か
し
、
急
速
に
進
ん
だ
経
済
成
長
は
、
首
都
圏
へ

の
急
激
な
人
口
集
中
を
も
た
ら
し
、
公
害
問
題
の
発

生
、
地
価
の
高
騰
、
交
通
混
雑
な
ど
様
々
な
社
会
問

題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
京
浜
臨
海
部
な
ど
へ

の
人
口
集
中
の
要
因
は
工
場
や
大
学
の
集
中
立
地
で

あ
る
と
し
て
工
業
等
制
限
法
が
制
定
さ
れ
、
昭
和
四

十
七
年
に
は
京
浜
臨
海
部
を
工
業
等
制
限
区
域
に
指

定
し
、
工
場
と
大
学
の
新
増
設
が
制
限
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
年
代
の
公
害
問
題

の
深
刻
化
を
背
景
に
、
工
場
立
地
が
環
境
の
保
全
を

地
域
産
業
政
策
と
街
づ
く
り



図
り
つ
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
工
場

立
地
法
が
制
定
（
昭
和
四
十
九
年
施
行
）
さ
れ
、
工
場

の
新
増
設
を
行
う
際
に
、
一
定
の
緑
地
整
備
を
求
め

る
等
の
措
置
が
実
施
さ
れ
た
。

　
そ
の
結
果
、
公
害
防
止
技
術
の
進
歩
な
ど
に
あ
わ

せ
て
、
都
市
環
境
が
改
善
す
る
な
ど
一
定
の
成
果
は

あ
っ
た
。
し
か
し
、
工
場
立
地
法
な
ど
の
規
制
に
伴

い
、
京
浜
臨
海
部
の
立
地
企
業
は
そ
の
後
の
社
会
経

済
環
境
の
変
化
に
あ
わ
せ
た
機
能
転
換
が
十
分
に
で

き
な
か
っ
た
め
、
工
場
の
老
朽
化
・
生
産
性
の
低
下

を
招
く
と
と
も
に
、
工
場
の
移
転
・
縮
小
に
よ
る
大

規
模
な
遊
休
地
が
発
生
す
る
な
ど
空
洞
化
の
危
機
に

直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②
―
衰
退
が
著
し
い
京
浜
臨
海
部
の
製
造
業

　
空
洞
化
の
現
状
を
統
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
み
て
み

る
と
、
京
浜
臨
海
部
（
鶴
見
区
、
神
奈
川
区
）
の
製
造

業
（
従
業
員
四
人
以
上
の
事
業
所
）
の
事
業
所
数
、
従

業
者
数
は
と
も
に
減
少
し
て
お
り
、
従
業
者
数
は
昭

和
四
十
年
に
は
八
六
、
一
九
一
人
で
あ
っ
た
が
、
平

成
十
年
に
は
二
八
、
三
〇
九
人
と
三
分
の
一
以
下
に

減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
製
造
品
出
荷
額
等
も
昭
和

四
十
年
の
六
千
二
百
十
九
億
円
に
対
し
て
、
平
成
十

年
に
は
一
兆
三
百
二
十
五
億
円
と
増
加
し
て
い
る

が
、
全
市
に
お
け
る
シ
ェ
ア
を
み
る
と
五
九
・
一
％

か
ら
一
九
こ
二
％
へ
と
急
激
に
低
下
し
て
い
る
（
表

－
１
）
。
こ
の
よ
う
な
京
浜
臨
海
部
の
空
洞
化
は
、

京
浜
臨
海
部
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
取
引
関
係
の
あ

る
内
陸
部
の
企
業
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、

こ
れ
ま
で
工
業
集
積
地
と
し
て
有
し
て
い
た
メ
リ
ッ

ト
が
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

３
一
京
浜
臨
海
部
の
再
編
整
備
は
国
家
的
課
題

①
－
産
業
立
地
政
策
の
大
き
な
方
針
転
換

　
我
が
国
の
モ
ノ
づ
く
り
の
基
盤
で
あ
る
京
浜
臨
海

部
の
空
洞
化
の
危
機
は
国
政
レ
ベ
ル
の
課
題
と
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
関
係
省
庁
を
け
じ
め
、
地
元

自
治
体
、
経
済
界
を
巻
き
込
ん
で
様
々
な
検
討
が
行

わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
工
場
立
地
法
、
工
業
等
制
限

法
に
つ
い
て
も
、
「
既
に
工
場
が
人
口
集
中
の
要
因

で
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
」
、
「
工
場
か
ら
の
公
害
防

止
に
つ
い
て
工
場
立
地
法
以
外
の
規
制
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
」
な
ど
を
背
景
に
、
地
元
は
官
民
一
体
と
な

っ
て
見
直
し
に
つ
い
て
要
望
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
取
組
を
受
け
て
、
京
浜
臨
海
部
を
は

じ
め
と
す
る
既
存
産
業
集
積
地
の
危
機
的
な
状
況
に

対
応
す
る
た
め
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
頃
を
境
に

国
レ
ベ
ル
で
の
産
業
立
地
政
策
の
大
き
な
方
針
転
換

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
―
産
業
立
地
政
策
の
変
遷

　
産
業
立
地
政
策
の
変
遷
を
具
体
的
に
み
る
と
（
表

－
２
）
、
戦
後
復
興
期
は
四
大
工
業
地
帯
の
復
興
と

太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
の
発
展
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
四

大
工
業
地
帯
へ
重
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
集
中
立
地

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
四

大
工
業
地
帯
へ
の
集
中
是
正
に
向
け
て
、
「
新
産
業

都
市
建
設
促
進
法
」
二
九
六
二
年
）
や
工
業
等
制
限

法
（
近
畿
圏
・
一
九
六
四
年
、
首
都
圏
・
一
九
五
九

年
）
等
が
制
定
さ
れ
た
。

　
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
地
域
間
格
差
の
拡
大
や

公
害
問
題
の
激
化
を
受
け
て
、
工
場
の
地
方
へ
の
移

転
・
分
散
を
促
す
「
工
業
再
配
置
促
進
法
」
（
一
九

七
二
年
）
に
あ
わ
せ
て
、
緑
地
等
を
整
備
す
る
こ
と

で
周
辺
環
境
と
調
和
し
た
産
業
立
地
を
促
進
す
る
た

め
工
場
立
地
法
（
一
九
七
三
年
）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
高
付
加
価
値
化
の
促

進
、
経
済
の
ソ
フ
ト
化
・
サ
ー
ビ
ス
化
へ
の
対
応
が

テ
ー
マ
と
な
り
、
地
方
圏
の
ハ
イ
テ
ク
製
造
業
の
立

地
を
促
す
「
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
法
」
（
一
九
八
三
年
）
、

地
方
圏
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
産
業
支
援
サ
ー
ビ
ス
産

業
の
立
地
促
進
を
図
る
「
頭
脳
立
地
法
」
（
一
九
八

八
年
）
等
が
制
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
産
業
立
地
政
策
は
、
国

土
の
均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
に
、
大
都
市
か
ら
工
場

等
の
地
方
分
散
を
促
す
な
ど
地
方
圏
で
の
産
業
振
興

を
重
要
な
課
題
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
バ
ブ
ル
経

済
の
崩
壊
以
降
、
既
に
京
浜
臨
海
部
の
製
造
業
の
推

移
で
み
た
よ
う
に
東
京
圏
や
大
阪
圏
な
ど
の
既
存
の

産
業
集
積
地
に
お
け
る
産
業
空
洞
化
が
懸
念
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

進
展
を
背
景
に
大
競
争
時
代
が
到
来
し
、
企
業
は
国

境
を
越
え
て
最
適
立
地
を
検
討
す
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
ま
で
の
大
都
市
圏
と
地
方
圏
と
い
う
関
係
か

ら
、
各
地
域
に
お
い
て
国
際
的
な
立
地
競
争
力
の
強

化
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
産
業
立
地
政
策
は
地

方
分
権
や
規
制
緩
和
の
流
れ
を
受
け
て
各
地
域
の
主

体
性
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
京
浜
臨
海
部
な
ど
既

存
の
産
業
集
積
を
活
か
し
た
経
済
の
活
性
化
と
い
う

視
点
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
な
取
組

と
し
て
、
産
業
の
空
洞
化
の
懸
念
に
対
処
し
既
存
産

業
集
積
地
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
平
成
九
（
一
九

九
七
）
年
の
地
域
産
業
集
積
活
性
化
法
に
続
い
て
、

新
事
業
創
出
の
た
め
の
総
合
的
な
支
援
体
制
を
整
備

す
る
「
新
事
業
創
出
促
進
法
」
二
九
九
八
年
）
と
い

う
新
た
な
法
整
備
に
あ
わ
せ
、
こ
れ
ま
で
既
存
産
業

表－１　京浜臨海部(鶴見区、神奈川区)の工業集積の推移表－2　産業立地政策の変遷
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集
積
地
で
の
企
業
活
動
を
阻
害
し
て
い
た
工
場
立
地

法
が
一
九
九
七
年
、
工
業
等
制
限
法
が
一
九
九
九
年

に
見
直
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
工
業
等
制
限
法
及
び

工
場
立
地
法
の
見
直
し
は
、
平
成
九
二
九
九
七
）
年

頃
を
境
に
し
た
産
業
立
地
政
策
の
方
針
転
換
の
な
か

で
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。

４

京
浜
臨
海
部
再
編
整
備
と
工
業
制
限
諸
制

度
の
見
直
し

①
―
京
浜
臨
海
部
再
編
整
備
の
方
向
性

　
京
浜
臨
海
部
の
再
編
整
備
に
つ
い
て
は
「
京
浜
工

業
地
帯
臨
海
部
再
整
備
実
施
計
画
」
（
平
成
九
年
三

月
）
や
「
京
浜
臨
海
部
再
編
整
備
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

（
平
成
九
年
二
月
）
が
制
定
さ
れ
、
立
地
企
業
の
意
向
、

京
浜
臨
海
部
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、
社
会
経
済
環

境
の
変
化
、
京
浜
臨
海
部
に
寄
せ
ら
れ
る
多
様
な

ニ
ー
ズ
な
ど
を
踏
ま
え
、
生
産
機
能
・
研
究
開
発
機

能
の
強
化
が
基
本
的
な
方
向
性
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
生
産
機
能
・
研
究
開
発
機
能
の

強
化
を
基
本
と
す
る
京
浜
臨
海
部
の
再
編
整
備
に
お

い
て
、
工
業
等
制
制
限
法
や
工
場
立
地
法
の
見
直
し

は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
か
を
検
討
す

る
。

②
―
工
業
等
制
限
法
見
直
し
の
内
容
と
効
果

　
工
業
等
制
限
法
で
は
、
工
業
等
制
限
区
域
内
で
の

一
定
規
模
以
上
の
工
場
や
大
学
等
の
新
増
設
を
制
限

し
て
お
り
、
本
市
の
場
合
、
工
業
等
制
限
区
域
に
指

定
さ
れ
た
京
浜
臨
海
部
を
は
じ
め
と
す
る
市
域
の
約

半
分
で
、
原
則
と
し
て
、
作
業
場
面
積
五
百
㎡
以
上

の
工
場
の
新
増
設
が
で
き
な
か
っ
た
。
既
に
立
地
し

て
い
る
工
場
は
大
規
模
な
Ｓ
＆
Ｂ
（
ス
ク
ラ
ッ
プ
・

ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
）
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら

に
京
浜
臨
海
部
は
工
業
専
用
地
域
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
工
場
跡
地
な
ど
で
の
工
場
の
新
設
が
で
き

な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
遊
休
地
が
発
生

し
た
ほ
か
、
老
朽
化
し
た
工
場
の
ま
ま
で
は
生
産
性

を
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
こ
の
地
域
の
工
場
は

国
内
外
の
他
地
域
の
工
場
と
の
競
争
力
を
低
下
さ

せ
、
空
洞
化
を
促
進
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
首
都
圏
及
び
近
畿
圏
の
大

都
市
中
心
部
に
お
け
る
産
業
を
取
り
巻
く
課
題
に
的

確
に
対
応
す
る
た
め
、
平
成
十
一
年
三
月
に
工
業
等

制
限
法
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
見
直
し

で
は
、
中
小
製
造
業
集
積
地
域
に
お
け
る
工
場
の
基

準
面
積
の
引
き
上
げ
、
大
学
院
の
規
制
対
象
施
設
か

ら
の
除
外
に
あ
わ
せ
、
京
浜
臨
海
部
の
工
業
用
埋
立

地
が
工
業
等
制
限
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
京
浜
臨

海
部
が
工
業
等
制
限
区
域
か
ら
除
外
さ
れ
た
こ
と

で
、
遊
休
地
な
ど
へ
の
工
場
の
新
規
立
地
の
ほ
か
、

既
に
立
地
し
て
い
る
工
場
に
と
っ
て
も
大
規
模
な
Ｓ

＆
Ｂ
が
可
能
に
な
る
な
ど
、
生
産
機
能
・
研
究
開
発

機
能
を
中
心
と
し
た
京
浜
臨
海
部
の
再
編
整
備
を
加

速
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

③
―
エ
場
立
地
法
見
直
し
の
内
容

　
工
場
立
地
法
は
、
敷
地
面
積
九
千
㎡
以
上
又
は
建

築
面
積
三
千
㎡
以
上
の
製
造
業
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱

供
給
業
を
届
け
出
対
象
工
場
と
し
、
準
則
と
し
て
生

産
施
設
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
（
生
産
施
設
面

積
率
）
、
緑
地
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
（
緑

地
面
積
率
二
〇
％
以
上
）
、
環
境
施
設
面
積
（
緑
地
を

含
む
）
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
（
環
境
施
設
面
積

率
二
五
％
以
上
）
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
工
場
を
新

設
す
る
場
合
に
は
緑
地
面
積
率
二
〇
％
以
上
の
緑
地

特
集
・
2
1
世
紀
の
地
域
産
業
政
策
⑤
地
域
産
業
政
策
と
街
づ
く
り

を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
法
施
行
（
昭
和
四
十

九
年
六
月
）
以
前
か
ら
立
地
し
て
い
る
工
場
（
「
既
存

工
場
」
）
の
場
合
に
は
、
Ｓ
＆
Ｂ
を
行
う
際
に
緑
地

面
積
率
二
〇
％
の
確
保
を
目
標
に
、
ビ
ル
ド
分
の
生

産
施
設
面
積
に
応
じ
た
緑
地
を
整
備
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
（
表
―
３
）
。
こ
の
こ
と
は
既
存
工
場
の

場
合
、
生
産
施
設
を
増
設
し
な
い
限
り
緑
地
整
備
の

必
要
は
な
い
、
つ
ま
り
、
緑
地
整
備
を
進
め
る
た
め

に
は
工
場
の
Ｓ
＆
Ｂ
の
促
進
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
京
浜
臨
海
部
は
古
く
か
ら
形
成
さ
れ
た
工
業
集
積

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
が
既
存
工
場
で
緑

地
面
積
率
も
一
桁
台
で
あ
り
、
目
標
値
の
二
〇
％
は

あ
ま
り
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
か
。
多
く
の
工
場
は

緑
地
創
出
の
た
め
の
ま
と
ま
っ
た
空
き
ス
ペ
ー
ス
が

な
く
、
生
産
用
地
面
積
も
減
ら
せ
な
い
こ
と
か
ら
、

大
規
模
な
Ｓ
＆
Ｂ
を
行
わ
ず
、
建
屋
や
施
設
配
置
の

現
状
維
持
を
前
提
と
し
た
設
備
更
新
に
と
ど
め
て
い

る
た
め
、
工
場
の
老
朽
化
や
生
産
性
の
低
下
を
招
い

て
活
力
を
弱
め
る
と
同
時
に
、
緑
地
も
増
や
せ
な
い

状
況
に
あ
っ
た
。

　
平
成
九
年
十
二
月
の
工
場
立
地
法
の
改
正
は
、
こ

う
し
た
現
状
を
考
慮
し
、
規
制
の
適
正
化
・
合
理
化

を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
効
果
的
な
緑
地
整

備
や
工
場
施
設
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
進
展
等
に
よ

り
、
工
場
と
周
辺
環
境
と
の
調
和
の
一
層
の
促
進
を

目
的
に
行
わ
れ
た
。

　
今
回
の
改
正
で
は
、
こ
れ
ま
で
全
国
一
律
で
あ
っ

た
緑
地
面
積
率
（
二
〇
％
以
上
）
、
環
境
施
設
面
積
率

三
五
％
以
上
）
に
つ
い
て
、
国
の
定
め
る
基
準
の
範

囲
内
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
地
域
準
則
と
し
て
、

都
道
府
県
、
政
令
市
が
条
例
で
設
定
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
国
の
定
め
る
基
準
に
よ
る
と
、
京
浜
臨
海

表－3　既存工場がS&Bを行う場合の緑地整備面積の計算方法表－4　独自の緑地面積率、環境施設面積率の設定に際しての国の定める基準
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部
の
よ
う
な
主
に
工
業
系
の
土
地
利
用
が
行
わ
れ
て

い
る
地
域
は
第
二
種
区
域
と
し
て
、
緑
地
面
積
率
、

環
境
施
設
面
積
率
の
引
き
下
げ
が
可
能
と
な
り
、
一

方
、
主
に
住
居
等
の
土
地
利
用
が
さ
れ
て
い
る
地
域

は
第
一
種
区
域
と
し
て
、
緑
地
面
積
率
、
環
境
施
設

面
積
率
の
引
き
上
げ
が
可
能
に
な
っ
た
（
前
頁
表
―

４
）
。

④
―
横
浜
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
の
制
定
と

　
　
そ
の
効
果

　
本
市
で
は
、
工
場
立
地
法
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

「
横
浜
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
研
究
会
」
で
の
検

討
結
果
な
ど
を
受
け
て
、
工
場
と
周
辺
地
域
の
生
活

環
境
の
一
層
の
調
和
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
横
浜

市
独
自
の
緑
地
面
積
率
、
環
境
施
設
面
積
率
を
定
め

た
「
横
浜
市
工
場
立
地
法
地
域
準
則
条
例
」
を
制
定

し
た
。

　
条
例
で
は
、
国
の
定
め
た
基
準
に
基
づ
き
、
主
と

し
て
工
業
系
の
土
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
工
業
専

用
地
域
、
工
業
地
域
に
つ
い
て
は
第
二
種
区
域
と
し

て
、
緑
地
面
積
率
一
五
％
以
上
・
環
境
施
設
面
積
率

二
〇
％
以
上
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五
％
基
準
の
引
き
下
げ

を
行
っ
た
。
一
方
、
住
居
系
地
域
や
商
業
系
地
域
、

市
街
化
調
整
区
域
に
つ
い
て
は
、
工
業
系
の
土
地
利

用
を
制
限
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
第
一
種

区
域
と
し
て
、
緑
地
面
積
率
二
五
％
以
上
・
環
境
施

設
面
積
率
三
〇
％
以
上
と
、
そ
れ
ぞ
れ
五
％
基
準
の

引
き
上
げ
を
行
っ
た
。
な
お
、
準
工
業
地
域
に
つ
い

て
は
、
工
場
と
住
宅
等
の
共
存
を
図
る
べ
き
地
域
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
工
業
専
用
地
域
・
工
業
地
域
と
住

居
系
地
域
・
商
業
系
地
域
・
市
街
化
調
整
区
域
の
中

間
値
で
あ
る
緑
地
面
積
率
二
〇
％
以
上
、
環
境
施
設

面
積
率
二
五
％
以
上
と
し
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
な

く
、
こ
れ
ま
で
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
（
表

―
５
）
。

　
今
回
の
条
例
制
定
に
よ
り
、
工
業
専
用
地
域
と
工

業
地
域
で
構
成
さ
れ
る
京
浜
臨
海
部
は
第
二
種
区
域

と
な
り
、
よ
り
現
実
的
な
目
標
値
が
設
定
さ
れ
た
こ

と
で
、
工
業
等
制
限
法
の
見
直
し
と
相
ま
っ
て
、
老

朽
化
し
た
工
場
の
Ｓ
＆
Ｂ
が
促
進
さ
れ
、
競
争
力
の

あ
る
工
場
と
し
て
再
生
を
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。
ま
た
、
工
場
の
Ｓ
＆
Ｂ
に
あ
わ
せ
た
緑
地
整

備
も
進
む
こ
と
か
ら
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
と
調

和
し
た
二
十
一
世
紀
に
相
応
し
い
都
市
型
工
場
へ
の

転
換
を
促
す
こ
と
に
も
な
る
（
図
―
１
）
。

５
一
お
わ
り
に

　
京
浜
臨
海
部
を
は
じ
め
と
す
る
既
存
産
業
集
積
地

が
空
洞
化
の
危
機
に
直
面
す
る
な
か
で
、
産
業
立
地

政
策
の
大
き
な
方
針
転
換
が
行
わ
れ
、
工
業
等
制
限

法
や
工
場
立
地
法
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
京

浜
臨
海
部
再
編
整
備
を
進
め
る
上
で
の
そ
の
見
直
し

の
効
果
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
。
最
後

に
次
の
二
つ
を
指
摘
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。

　
一
つ
は
、
工
場
立
地
法
の
改
正
に
基
づ
く
条
例
制

定
と
工
業
等
制
限
法
の
見
直
し
が
同
時
期
に
行
わ
れ

た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
工
業
等
制
限
法
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
で
工
場
の

Ｓ
＆
Ｂ
を
計
画
し
て
も
、
緑
地
面
積
率
が
引
き
下
げ

ら
れ
、
現
実
的
な
目
標
値
に
な
っ
て
い
な
い
と
、
敷

地
に
余
裕
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
既
存
工
場
の
多

表－5　横浜市工場立地法地域準則条例の概要

く
は
計
画
に
沿
っ
た
Ｓ
＆
Ｂ
が
難
し
く
な
り
、
企
業

の
投
資
意
欲
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高

い
。
そ
の
結
果
、
京
浜
臨
海
部
立
地
企
業
は
工
業
等

制
限
法
の
見
直
し
の
効
果
を
十
分
に
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
再
編
整
備
も
進
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
二
つ
目
は
、
今
回
の
工
業
等
制
限
法
の
見
直
し
及

び
工
場
立
地
法
に
基
づ
く
条
例
制
定
は
、
京
浜
臨
海

部
の
再
編
整
備
に
向
け
た
環
境
整
備
を
行
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
活
か
し

た
立
地
企
業
等
の
積
極
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。

Λ
経
済
局
経
済
政
策
課
担
当
係
長
二
剛
工
業
課
担
当

係
長
Ｖ

図―1　工業制限諸制度の見直しの背景と効果
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